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質問及び回答 

 

業務名 高松市保育士確保に係るＰＲ動画作成及び掲載業務 

№ 質 問 事 項 回  答 

1 

要領 8 提案書の提出（1）提出方法 ア 提案書 

（ウ）内容ｂの動画の内容についてですが、提 

案者として提案するが、あくまで案であり市様 

と詳細協議を行ったうえで内容を決定する認

識で良いでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

2 

要領 8 提案書の提出（1）提出方法 ア 提案書

（ウ）内容ｂの動画の内容についてですが、出 

演者に市内の保育園の職員の方や市の職員の 

方、市内養成校にも出演して頂きたい場合、ご 

紹介やご協力をいただくことは可能でしょう 

か。 

また、イの（ア）（イ）（ウ）のターゲットの優

先順位をご教示頂きたい。 

出演者の紹介や依頼などに協力することは

可能ですが、紹介した方の出演を確約するもの

ではありません。 

ターゲットの優先順位につきましては、本事

業の目的を踏まえて、本市の保育士を確保する

ために有効なターゲット層の分析なども行い、

優先順位も含めて、動画の内容等を御提案いた

だければと存じます。 

3 

要領 8 提案書の提出（1）提出方法 ウ 提案書

の公開に係る意向申出書について、12 提出書

類の取り扱い（4）も拝見したのですが、様式 8 

に公開してほしくない旨を記載すれば、公開要

請があっても公開しないという理解で良いで

しょうか。 

提出書類等に係る公開請求があった場合に

は、著作権法（昭和４５年法律第４８号）第 

１８条第３項第３号に基づき、提出された書類

のうちの著作物でまだ公表されていないもの

を公衆に提供し、又は提示することについて同

意をしない別段の意思表示をした場合を除き、

高松市情報公開条例その他関係法令に基づく

非公開情報に当たるか否かを高松市長におい

て判断することとなります。 

そのため、「提案書の公開に係る意向申出書

（様式第８号）」の提出をもって提案書の全て

を一律「非公開」とするものではありませんの

で、御留意ください。 
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4 

要領 5 配布資料及びその配布方法についてで

すが、印鑑が必要な書類はございますでしょう

か。  

提案書等の提出に際して、押印を必要とする

書類はございません。 

詳しくは、契約管理課ホームページ「押印の

義務付け廃止に伴う入札書等の取扱いについ

て」を御参照ください。 

https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/s

mph/jigyosha/nyusatsu/keiyaku_kanri/so

nota/20230301105632333.html 

5 

5 仕様書 3 業務内容(1)動画制作 エ の「動画

は本市の保育現場におけるオリジナリティや

強みを盛り込んだ内容」というのは具体的には

どのような内容でしょうか？ 

例をお示し頂きたい。 

全国的に保育士不足が課題となっている中、

限られた保育人材の獲得競争が起きています。 

そのため、保育士等への就職を希望する学生

や潜在保育士、また、将来の保育現場の担い手

となりうる中学生や高校生が「保育士として働

きたい」ではなく「高松市で保育士として働き

たい！」と思ってもらう必要があります。 

本事業は、単なる「保育士確保」ではなく、

「高松市で働く保育士の確保」が目的となりま

すので、高松市と他の地域との違いを示すこと

ができる動画の内容を御提案ください。 

なお、本市の保育現場におけるオリジナリ

ティや強みについては、本業務の理解度や独創

性を審査する項目となりますことから、具体的

な例をお示しすることはいたしませんが、本市

の保育施策や、他の地域と比較した際の優位性

などを踏まえて御提案をお願いします。 

https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/smph/jigyosha/nyusatsu/keiyaku_kanri/sonota/20230301105632333.html
https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/smph/jigyosha/nyusatsu/keiyaku_kanri/sonota/20230301105632333.html
https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/smph/jigyosha/nyusatsu/keiyaku_kanri/sonota/20230301105632333.html
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要領 8 提案書の提出（1）提出方法 ア 提案書 

（ウ）内容 a について、参加表明時に様式３

を提出しておりますが、様式 6 の提案書にも

同様に実施体制や実績を記載する認識で良い

でしょうか。 

また提案書はア（15 枚以内（様式 6=表 紙））

+イ（2 枚（様式 7）+任意様式の見積 書）+

ウ（1 枚（様式 8））を全てまとめた物と 認識

していますが、ホッチキス止めか、A4 ファイ

ルでまとめるかなど、指定がございましたら 

ご教示いただけますでしょうか。 

御提出いただいた「業務実施体制及び実績調

書（様式第３号）」と同様に、「提案書（様式第

６号）」にも実施体制や実績（抜粋で可）を記

載してください。 

「提案書（様式第６号）」は、実施要領「８ 

提案書等の提出（１）ア 提案書（ウ）内容 

a～c」を満たすものであり、表紙・目次を除き

両面印刷１５枚以内のものを指します。「参考

見積書（様式第７号）」及び「提案書の公開に

係る意向申出書（様式第８号）」は、提案書に

は含まれません。 

提案書の製本方法につきましては、指定はご

ざいませんが、正本１部及び副本７部は、全て

同じ方法で製本をお願いします。 

7 

要領 8 提案書の提出（1）提出方法 ア 提案書 

（イ）部数についてですが、正本と副本の性質 

の違いをご教示頂けますでしょうか。例えば、 

正本はカラーで押印が必要な書類がある等を

ご教示いただけますと幸いです。また正本、副

本の文字記載の場所はご指定ありますでしょ

うか。 

正本は「社名を記載したもの」、副本は「（表

紙だけでなく本文中も）社名を伏せたもの」と

して提出をお願いします。なお、提案書に押印

は不要です。 

正本・副本の文字記載の場所の指定はありま

せん。 

8 

要領９審査方法（2）プレゼンテーションは専

用 PC やプロジェクター、HDMI は当日会場に

ご用意頂ける認識で良いでしょうか。またプレ

ゼン資料は提案書と同様の資料（異なる資料は

使用してはいけない）という認識で良いでしょ

うか。 

プレゼンテーションにおいて、プロジェク

ター等の機材は使用できません。提出いただい

た紙ベースの提案書を用いて御説明をお願い

します。 

なお、提案書以外の追加資料等の使用は認め

ません。 

9 

要領９審査方法（2）プレゼンテーション時に

仕様書 3 業務内容(2)動画掲載 ア の情報媒

体のご紹介等、動画を再生してご紹介させてい

ただくことは可能でしょうか。 

動画の再生等は不可です。 

プレゼンテーションにおけるプロジェク

ター等の機材は使用できません。紙ベースの提

案書を用いて御説明をお願いします。 
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本業務の遂行に必要となる撮影機材、音響機材

等について、購入費又はレンタル費を委託料の

見積額に含めることは可能でしょうか。 

また、機材は購入もしくはレンタルでなければ

ならないという制限はありますか？ 

使用する機材の入手方法に制限はございま

せんので、必要経費として委託料の見積額に含

めることは可能です。 

11 

仕様書３（１）エにおいて、「本市の保育現場

におけるオリジナリティや強みを盛り込んだ

内容とすること」とありますが、高松市全体の

保育現場の魅力を発信する動画を制作するに

当たり、市内保育施設等に関する情報収集や取

材についてはどのように想定されていますで

しょうか。 

 

また、必要に応じて市内の複数施設への取材や

ヒアリング等を実施することを想定すべきで

しょうか。その場合、取材先施設の選定や調整

について、市から協力を得ることは可能でしょ

うか。 

本事業は、単なる「保育士確保」ではなく、

「高松市で働く保育士の確保」が目的となりま

すので、高松市と他の地域との違いを示す必要

があります。 

本市の保育現場のオリジナリティや強みを

把握するために、必要に応じて、本市の保育現

場への取材や保育士等へのヒアリングを行う

ことも想定しております。 

本業務に係る取材等を実施する場合、取材先

の施設の選定や調整については、本市と協力し

て行うことは可能です。 

12 

仕様書３（１）キにおいて、出演者及び撮影場

所等は市と協議の上決定するとありますが、撮

影対象となる保育施設数について目安や基準

はありますでしょうか。 

また、提案者が運営する施設において出演・撮

影協力を行う場合であっても、市内の他保育施

設等への取材・撮影は必須となりますでしょう

か。 

撮影対象となる施設数については、制作する

動画の内容等によって、必要な施設数が変わる

ものと考えておりますことから、目安や基準は

設けておりません。 

また、出演者及び撮影場所等は本市と協議の

上決定しますので、運営する施設において出

演・撮影協力を行うとした場合に市内の他保育

施設等へ取材・撮影を求めるかにつきまして

は、動画の内容や協議の結果によります。 

13 

仕様書３（１）キにおいて、出演者への出演料

や交通費等の必要経費は受託者負担とありま

すが、出演者謝礼や撮影協力に係る経費につい

ては、委託料の見積額に含めることは可能で

しょうか。 

本業務の遂行に必要な経費は全て委託料の

見積額「参考見積書（様式第７号）」に含めて

ください。 

本プロポーザルの審査において、「参考見積

書（様式第７号）」に含まれない、別途の追加

費用は認められませんので、御留意ください。 
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仕様書３（２）の動画掲載について、動画広告

の配信費用や求人関連プラットフォームへの

掲載費用等が発生する場合、これらの費用は委

託料の見積額に含めるものと考えてよろしい

でしょうか。 

掲載費用等は、委託料の見積額に含めてくだ

さい。 

本業務の遂行に必要な経費は全て委託料の

見積額「参考見積書（様式第７号）」に含めて

ください。 

 


